
子ども医療費助成制度の新制度開始時期の見込み

県の子ども医療費助成制度については，未就学児を対象に，現物給付方式を課税

世帯にも拡げることとしています。

新制度の開始に向けて，現在，システム改修等の制度変更に必要な準備を実施主

体である市町村や審査支払機関等と連携し進めているところです。

開始に向けた準備作業が今年度中に完了することが，概ね見込まれる状況となっ

たことから，新制度については，令和７年４月からの開始を目指すこととしており

ます。

＜参考：新制度の概要＞

１ 対象年齢：未就学児（現行どおり）

２ 支給方法：現物給付方式（変更）

３ 所得制限：無し（変更）

４ 自己負担：１人月額３千円（現行どおり）

※ 住民税非課税世帯（高校生まで）については，現行の子ども医療給付事業による

※ 各市町村において，実施主体として取り組む対象年齢や自己負担などの制度内容

を検討中
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